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日
本
は
「
地
震
大
国
」

地
域
の
リ
ス
ク
を
把
握
し
よ
う

豊
か
な
自
然
の
恵
み
に
彩
ら
れ
る
一
方
、

世
界
有
数
の
地
震
地
帯
に
位
置
し
て
い
る
の

が
日
本
列
島
で
す
。
２
０
１
１
年
の
東
日
本

大
震
災
を
筆
頭
に
、
２
０
１
６
年
の
熊
本
地

震
、
２
０
１
８
年
の
北
海
道
胆い

振ぶ
り

東
部
地
震

な
ど
は
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
大
地

震
と
し
て
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
の
発
生
が
予
測
さ
れ
る
大
地
震
の
中

で
も
専
門
家
の
多
く
が
危
機
感
を
共
有
し
て

い
る
の
が
、
駿
河
湾
か
ら
宮
崎
県
日
向
灘
沖

に
か
け
て
の
プ
レ
ー
ト
境
界
を
震
源
域
と
す

る
「
南
海
ト
ラ
フ
地
震
」
で
す
。

　

文
部
科
学
省
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本

部
の
予
測
に
よ
れ
ば
、
30
年
以
内
に
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
８
～
９
ク
ラ
ス
の
地
震
が
こ
の
エ

リ
ア
を
襲
う
確
率
は
70
～
80
％
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
想
定
さ
れ
る
被
害
は
、
死
者
・

行
方
不
明
者
数
が
約
32
万
人
、
資
産
等
の
被

害
が
約
１
６
９
・
５
兆
円
（
南
海
ト
ラ
フ
巨

大
地
震
対
策
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が

算
出
）
。
東
日
本
大
震
災
で
は
そ
れ
ぞ
れ
約

１
万
８
５
０
０
人
、
約
16
兆
９
０
０
０
億
円

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
規
模
の

大
き
さ
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、地
震
へ
の
備
え
は
、

そ
の
リ
ス
ク
と
背
中
合
わ
せ
に
生
き
る
日
本

人
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。

い
ざ
と
い
う
と
き
の
備
え
を
講
じ
る
最
初

の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
今
住
ん
で
い
る
地
域

の
リ
ス
ク
を
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
参

考
に
な
る
の
は
、
各
都
道
府
県
庁
所
在
地
の

地
震
大
国
だ
か
ら
こ
そ

「
地
震
保
険
」
で
備
え
る

日
本
は
国
土
面
積
が
世
界
の
０
・
25
％
（
注
１
）
で
あ
り
な
が
ら
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
以

上
の
地
震
発
生
回
数
は
世
界
の
17
・
９
％
（
注
２
）
を
占
め
る
世
界
有
数
の
地
震
国
で
す
。

過
去
、
幾
度
と
な
く
大
地
震
の
災
禍
に
見
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
世
界
に
存
在
す

る
約
１
４
１
３
の
活
火
山
の
７
・
９
％
（
注
３
）
が
日
本
に
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
地
震
と
の

縁
は
切
れ
そ
う
に
な
い
か
ら
こ
そ
、
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
の
が
補
償
の
確
保
。
こ
の
機

会
に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

（
注
１
、
注
２
、
注
３
／
出
所
）　
国
土
交
通
省
河
川
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
２
０
２
１
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地
震
の
リ
ス
ク
を
評
価
し
た
「
地
震
ハ
ザ

ー
ド
カ
ル
テ
（https://w

w
w

.j-shis.bo
sai.go.jp/labs/karte/

）」（
２
０
２
２
年

基
準
、
国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術

研
究
所
）
で
す
。

こ
れ
を
見
る
と
、
地
域
に
よ
っ
て
地
震

の
リ
ス
ク
が
大
き
く
違
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
例
え
ば
、
今
後
30
年
間
に
震
度
６
弱
以

上
の
地
震
が
発
生
す
る
確
率
を
比
べ
て
み
る

と
、
水
戸
市
は
80
・
６
％
な
の
に
対
し
て
、

青
森
市
は
５
・
3
％
で
す
。

併
せ
て
、
国
土
交
通
省
が
運
営
す
る

「
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（htt

ps://disaportal.gsi.go.jp

）」
で
居
住
地

の
地
形
分
類
や
津
波
の
浸
水
想
定
な
ど
を
把

握
す
れ
ば
、
よ
り
具
体
的
に
リ
ス
ク
を
イ
メ

ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

地
震
や
津
波
に
よ
る
損
害
を

補
償
す
る
の
は
地
震
保
険
だ
け

実
際
に
地
震
の
被
害
を
受
け
た
と
き
に
、

金
銭
面
で
の
手
助
け
と
な
る
の
が
「
地
震
保

険
」
で
す
。
そ
の
窓
口
は
民
間
の
損
害
保
険

会
社
で
す
が
、
補
償
の
提
供
に
国
が
深
く
関

わ
る
点
で
、
地
震
保
険
は
普
通
の
保
険
商
品

と
異
な
り
ま
す
。

家
の
購
入
時
な
ど
に
火
災
保
険
に
加
入
す

る
人
は
多
い
の
で
す
が
、
地
震
、
津
波
、
噴

火
に
よ
る
火
事
、
家
屋
の
倒
壊
な
ど
の
損
害

は
火
災
保
険
の
対
象
外
（
一
部
の
例
外
を
除

く
）
で
、
こ
れ
を
補
償
で
き
る
の
が
地
震
保

険
に
な
り
ま
す
。

ひ
と
た
び
発
生
す
る
と
広
範
囲
に
大
き
な

損
害
を
も
た
ら
す
地
震
の
補
償
を
、
民
間
の

保
険
会
社
だ
け
で
担
う
こ
と
は
難
し
く
、
国

が
補
償
の
根
幹
を
支
え
る
形（
再
保
険
）で
、

民
間
の
保
険
会
社
と
共
同
運
営
し
て
い
る
の

が
地
震
保
険
な
の
で
す
。

ま
た
、
地
震
保
険
は
単
独
で
加
入
で
き
な

い
の
も
、
ほ
か
の
保
険
と
の
違
い
で
す
。
火

災
保
険
と
セ
ッ
ト
で
し
か
加
入
で
き
な
い
た

め
、
火
災
保
険
の
契
約
の
際
、
地
震
保
険
へ

加
入
す
る
か
ど
う
か
を
併
せ
て
選
択
し
ま
す

（
火
災
保
険
の
既
契
約
が
あ
れ
ば
、
後
か
ら

地
震
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
も
可
能
）。

補
償
額
に
関
す
る
制
約
も
地
震
保
険
な

ら
で
は
の
特
徴
で
す
。
火
災
保
険
と
同
様

に
建
物
と
家
財
に
分
け
て
補
償
を
設
定
し

ま
す
が
、
地
震
保
険
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

「
火
災
保
険
の
契
約
金
額
の
30
～
50
％
、
た

だ
し
建
物
は
５
０
０
０
万
円
ま
で
、
家
財

は
１
０
０
０
万
円
ま
で
」
と
い
う
縛
り
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
被
災
時
に
受
け
取

れ
る
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
」
の
最
大

３
０
０
万
円
な
ど
、
公
的
支
援
制
度
を
含
め

て
も
、
全
焼
・
全
壊
し
た
家
を
元
通
り
に
す

る
だ
け
の
補
償
を
確
保
す
る
の
は
難
し
い
の

が
実
情
で
す
。

そ
も
そ
も
国
の
法
律
が
定
め
る
地
震
保
険

の
目
的
は
、「
被
災
者
の
生
活
の
安
定
に
寄

与
す
る
こ
と
」。
一
般
的
な
損
害
保
険
の
よ

う
な
実
損
て
ん
補
（
契
約
時
に
定
め
た
保
険

金
額
を
上
限
に
実
際
の
損
害
額
を
受
け
取
れ

る
）
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
受
け
取
れ
る
保
険
金
は
、
４
段
階

あ
る
損
害
ラ
ン
ク
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
で

決
ま
り
ま
す
【
図
表
1
】。
満
額
を
受
け
取

れ
る
の
は
、
主
要
構
造
部
の
損
害
額
が
建
物

【図表１】地震保険の保険金支払基準

※1 2016年12月31日以前始期の契約については、「全損」、「半損」、「一部損」の３区分で認定する
※2 �基礎・柱・壁・屋根などの主要構造部に着目して損害を調査する。地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施工令第1条第3号に掲

げる構造耐力上主要な部分をいう
※3 �津波によって建物（「木造建物」、「共同住宅を除く鉄骨建造物（鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅）」）に浸水損害が生じた場合は浸

水の深さ、地盤の液状化によって建物（上記と同じ）に損害が生じた場合は傾斜の角度または沈下の深さで「全損」、「大半損」、「小半損」、
「一部損」を認定する

（出所）一般社団法人日本損害保険協会「備えて安心 地震保険の話」を基に作成

建物

損害の状況

家財の時価の
80%以上

家財の損害額が

家財の時価の
60〜80%未満

家財の損害額が

家財の時価の
30〜60%未満

家財の損害額が

家財の時価の
10〜30%未満

家財の損害額が

契約金額の
100%

（時価が限度）

契約金額の
60%

（時価の60%が限度）

契約金額の
30%

（時価の30%が限度）

契約金額の
5%

（時価の5%が限度）

▶︎

▶︎

▶︎

▶︎

家財

支払われる
保険金

2017年1月1日以降に ※1

保険期間が始まる
契約に適用

▶︎

▶︎

▶︎

▶︎

全損

大半損

小半損

一部損

基礎・柱・壁・屋根など※2の
損害額が

建物の時価の
50%以上※3

焼失・流失した部分の床面積が
建物の延床面積の
70%以上

基礎・柱・壁・屋根など※2の
損害額が

建物の時価の
40〜50%未満※3

焼失・流失した部分の床面積が
建物の延床面積の
50〜70%未満

基礎・柱・壁・屋根など※2の
損害額が

建物の時価の
20〜40%未満※3

焼失・流失した部分の床面積が
建物の延床面積の
20〜50%未満

基礎・柱・壁・屋根など※2の
損害額が

建物の時価の
3〜20%未満※3

全損・大半損・小半損・
一部損に至らない建物が

床上浸水
または地盤面から45cmを

超える浸水
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の
時
価
の
50
％
以
上
の
場
合
な
ど
「
全
損
」

と
見
な
さ
れ
た
と
き
で
す
。
損
害
が
小
さ
く

な
る
に
つ
れ
て
「
大
半
損
」「
小
半
損
」「
一

部
損
」
と
ラ
ン
ク
が
下
が
り
、
保
険
金
も
少

な
く
な
り
ま
す
。

確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
補
償
を
受
け

ら
れ
る
損
害
の
最
低
ラ
イ
ン
で
す
。
建
物
の

損
壊
に
つ
い
て
は
、
柱
や
屋
根
な
ど
主
要
構

造
部
の
損
害
額
が
建
物
の
時
価
の
３
％
に
達

し
た
ら
「
一
部
損
」
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
ま

た
津
波
の
場
合
、
主
要
構
造
部
の
損
害
の

基
準
を
満
た
さ
な
く
て
も
、
床
上
浸
水
ま
た

は
地
盤
面
か
ら
45
㎝
を
超
え
る
浸
水
が
あ
れ

ば
、「
一
部
損
」
と
認
定
さ
れ
ま
す
。
家
財
の

場
合
は
、
損
害
額
が
時
価
の
10
％
以
上
で
あ

る
こ
と
が
「
一
部
損
」
認
定
の
最
低
ラ
イ
ン

に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
地
震
保
険
の
補
償
に
は
独

自
の
ル
ー
ル
や
条
件
が
あ
り
ま
す
が
、
被
災

後
の
当
面
の
生
活
を
支
え
る
費
用
を
受
け
取

れ
る
地
震
保
険
の
役
割
は
、
大
き
い
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
保
険
金
の
請
求
時
に
は
、
保
険
会

社
の
鑑
定
人
が
現
地
を
調
査
し
て
認
定
し
ま

す
が
、
現
地
調
査
の
前
に
、
建
物
の
損
害
が

生
じ
た
場
所
の
応
急
処
置
や
家
財
の
片
づ
け

が
必
要
な
ケ
ー
ス
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

調
査
で
損
害
状
況
を
把
握
し
や
す
く
す
る
た

め
、
応
急
処
置
や
片
付
け
を
行
う
前
に
、
損

害
の
状
況
を
確
認
で
き
る
写
真
を
撮
っ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

撮
影
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
破
損
し
た

箇
所
の
「
寄
り
の
写
真
」
と
全
体
が
わ
か
る

よ
う
な
「
引
き
の
写
真
」
の
両
方
を
撮
影
す

る
こ
と
、
建
物
の
外
側
か
ら
と
中
側
か
ら
の
両

方
を
撮
影
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
撮
影
の
際
に
は
、
建
物
の
倒
壊
な

ど
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
安
全
に
十
分

配
慮
し
た
う
え
で
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

損
害
認
定
に
不
満
が
あ
る
と
き
に
は
保
険

会
社
に
再
鑑
定
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
日
本
損
害
保
険
協
会
の
そ
ん
ぽ

A
D
R
セ
ン
タ
ー
に
相
談
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

地
域
と
建
物
の
構
造
で

地
震
保
険
料
は
大
き
く
違
う

地
震
保
険
は
国
と
民
間
が
共
同
で
運
営

し
て
い
る
た
め
、
保
険
会
社
間
で
の
補
償
内

容
、
保
険
料
の
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
加
入
者
の
条
件
に
よ
っ
て
支
払
う
保
険

料
は
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
最
も
大
き
な
要
因

は
、
住
ん
で
い
る
都
道
府
県
と
建
物
の
構
造

で
す
。
地
震
が
発
生
す
る
確
率
は
地
域
に
よ

っ
て
差
が
あ
り
ま
す
し
、
人
口
分
布
や
建
物

の
強
度
に
よ
っ
て
も
、
被
害
の
程
度
が
変
わ

っ
て
く
る
た
め
で
す
。

例
え
ば
、
リ
ス
ク
の
低
い
北
海
道
で
耐
震

性
に
優
れ
た
「
イ
構
造
」（
主
と
し
て
鉄
骨

･
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
）
の
家
に
住

ん
で
い
る
場
合
と
、東
京
都
で「
ロ
構
造
」（
主

と
し
て
木
造
の
建
物
）
の
家
に
住
ん
で
い
る

場
合
を
比
べ
る
と
、
後
者
が
５
倍
以
上
も
高

く
な
り
ま
す
【
図
表
２
】。

こ
の
よ
う
に
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
地
震
保
険

の
保
険
料
が
家
計
の
負
担
に
な
る
の
は
確
か
で

【図表２】都道府県・構造区分別の地震保険料例（改定前後）

イ構造　※1 ロ構造　※2 ロ構造(経過措置適用)　※3
改定前
保険料※4

改定後
保険料 改定率 改定前

保険料※4
改定後
保険料 改定率 改定前

保険料※4
改定後
保険料 改定率

北海道、青森県、岩手県、秋
田県、山形県、栃木県、群
馬県、新潟県、富山県、石
川県、福井県、長野県、岐
阜県、滋賀県、京都府、兵庫
県、奈良県、鳥取県、島根
県、岡山県、広島県、山口
県、福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、鹿児島県 

7,400円 7,300円 ▲1.4% 12,300円 11,200円 ▲8.9% 12,300円 11,200円 ▲8.9% 

宮城県、山梨県、香川県、宮
崎県、沖縄県 11,800円 11,600円 ▲1.7% 21,200円 19,500円 ▲8.0% 16,300円 19,500円 ＋19.6%

福島県 9,700円 11,600円 +19.6% 19,500円 19,500円 ±0.0% 12,600円 16,300円 ＋29.4%

茨城県 17,700円 23,000円 +29.9% 36,600円 41,100円 +12.3% 22,900円 29,700円 ＋29.7%

埼玉県 20,400円 26,500円 +29.9% 36,600円 41,100円 +12.3% 26,400円 34,300円 ＋29.9%

千葉県、東京都、神奈川県、  
静岡県 27,500円 27,500円 ±0.0% 42,200円 41,100円 ▲2.6% 39,300円 41,100円 ＋4.6%

愛知県、三重県、大阪府、 
和歌山県、愛媛県 11,800円 11,600円 ▲1.7% 21,200円 19,500円 ▲8.0% 21,200円 19,500円 ▲8.0%

徳島県、高知県 17,700円 23,000円 +29.9% 41,800円 41,100円 ▲1.7% 22,900円 29,700円 ＋29.7%

大分県 11,800円 7,300円 ▲38.1% 21,200円 11,200円 ▲47.2% 16,300円 11,200円 ▲31.3%

※１ イ構造：火災保険の構造級別が、Ｍ構造、Ｔ構造、Ａ構造、Ｂ構造、S級（特級）、1級または2級の場合	
※２ ロ構造：火災保険の構造級別が、Ｈ構造、Ｃ構造、Ｄ構造、F構造、3級、4級または6級の場合
※３ �2006年9月26日届出の地震保険基準料率表の建物の構造区分においてイ構造に該当するものについては、ロ構造の経過措置の基本料率を適用

する。ただし、この地震保険契約を付帯する保険契約が2009年12月31日以前から継続している場合に限る
※４ 地震保険の始期日が2021年1月1日から2022年9月30日までの契約に適用される保険料
（出所）損害保険料率算出機構「地震保険基準料率表（2021年6月10日提出）」及び損保ジャパン「2022年10月地震保険改定のご案内」を基に作成

構造区分

都道府県

<地震保険期間1年、地震保険金額1,000万円、割引適用なし、一括払の場合>	
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す
。
近
年
、
地
震
保
険
の
付
帯
率
は
上
昇
傾

向
に
あ
り
、
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
の
デ

ー
タ
に
よ
れ
ば
、
２
０
２
１
年
度
に
契
約
さ
れ

た
火
災
保
険
の
う
ち
地
震
保
険
が
付
帯
さ
れ

た
割
合
は
69
・
0
％
で
す
。
た
だ
し
、
世
帯

全
体
の
地
震
保
険
の
加
入
率
は
34
・
6
％
に

な
り
ま
す
。
賃
貸
住
ま
い
の
人
な
ど
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
保
険
料
の
高
さ
が
、

加
入
を
た
め
ら
う
理
由
の
㆒
つ
と
な
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

そ
こ
で
上
手
に
活
用
し
た
い
の
が
、
保
険

料
の
割
引
制
度
で
す
【
図
表
３
】。
建
物
が

１
９
８
１
年
６
月
以
降
に
新
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
れ
ば
、「
建
築
年
割
引
」
で
10
％
の
割
引

を
受
け
ら
れ
ま
す
。
建
物
の
耐
震
性
に
応
じ

て
適
用
さ
れ
る
割
引
制
度
も
あ
り
、特
に
「
免

震
建
築
物
割
引
」
と
「
耐
震
等
級
割
引
」
は
、

５
割
安
く
な
り
ま
す
（
後
者
は
耐
震
等
級
３

の
場
合
）。
そ
の
ほ
か
、
地
震
保
険
料
控
除

を
活
用
し
て
税
負
担
を
減
ら
す
と
い
う
方
法

も
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、２
０
２
２
年
10
月
１
日
か
ら
地
震
保

険
の
保
険
料
が
改
定
さ
れ
、全
国
平
均
で
従

来
よ
り
０
・
７
％
の
値
下
げ
に
な
り
ま
す

が
、
条
件
に
よって
は
負
担
が
増
加
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。【
図
表
2
】の
改
定
前
保
険
料

と
改
定
後
保
険
料
を
比
較
す
る
と
、大
分
県
で

ロ
構
造
な
ら
５
割
近
く
安
く
な
り
ま
す
が
、茨

城
県
や
埼
玉
県
で
イ
構
造
だ
と
３
割
ほ
ど
高

く
な
り
ま
す
。ま
た
、今
回
の
改
定
で
、長
期
契

約（
期
間
５
年
の
み
）の
保
険
料
割
引
率
が
下

が
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

こ
れ
か
ら
加
入
を
検
討
し
て
い
る
人
は
、
改

定
で
保
険
料
が
ど
う
変
わ
る
の
か
も
必
ず
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

「
建
物
」
と
「
家
財
」

両
方
の
補
償
に
備
え
る
の
が
基
本

戸
建
て
住
宅
の
場
合
、
怖
い
の
は
火
事
で

す
。
特
に
密
集
地
は
類
焼
の
リ
ス
ク
に
警
戒

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
失
火
責
任
法
」

の
あ
る
日
本
で
は
自
分
が
火
元
と
な
って
近
所

の
家
が
焼
け
て
し
ま
って
も
、
重
大
な
過
失
を

除
き
、
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
逆
に

い
え
ば
、
隣
家
か
ら
の
も
ら
い
火
で
家
が
焼

け
た
場
合
も
、
自
分
が
保
険
に
入
って
い
な
い

と
補
償
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
火
災
保
険
への
加
入
が
重
要
に
な
る
の
で
す

が
、
地
震
が
原
因
の
火
事
に
関
し
て
は
、
頼

み
の
綱
は
地
震
保
険
だ
け
で
す
。

し
た
が
って
、
持
ち
家
の
人
が
地
震
保
険
に

加
入
す
る
際
に
は
、
建
物
と
家
財
の
ど
ち
ら
か

一方
で
は
な
く
両
方
を
補
償
対
象
に
す
る
の
が

基
本
で
す
。
片
方
だ
け
補
償
対
象
に
し
て
い

る
と
、
補
償
を
付
け
な
か
っ
た
部
分
に
い
く
ら

損
害
が
出
て
も
、
保
険
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
持
ち
家
で
マ
ン
ション
住
ま
い
の
人
が

覚
え
て
お
き
た
い
の
は
、
個
人
で
加
入
す
る
火

災
保
険
と
地
震
保
険
で
建
物
を
補
償
対
象
と

し
た
場
合
、
損
害
が
補
償
さ
れ
る
の
は
、
専

有
部
分
（
内
壁
、
床
、
天
井
な
ど
）
だ
け
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
、
万一の
た
め
に

家
財
も
含
め
て
加
入
し
て
お
く
と
安
心
で
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用
部
分
（
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
、

廊
下
等
）
は
、
管
理
組
合
が一括
し
て
火
災
保

険
、
地
震
保
険
に
加
入
す
る
の
が
基
本
で
す
。

し
か
し
、
共
用
部
分
の
地
震
保
険
付
帯
率
は
、

直
近
の
年
度
で
も
５
割
に
満
た
な
い
の
が
実
情

で
す
。
自
分
の
住
ん
で
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
組
合
に
加
入
状
況
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ

う
。一方

、
賃
貸
住
宅
に
住
ん
で
い
る
人
の
場
合
、

建
物
に
つ
い
て
は
大
家
の
持
ち
物
に
な
る
た

め
、
火
災
保
険
、
地
震
保
険
と
も
に
加
入
対

象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
財
に
つ
い
て
は
、
賃

貸
住
宅
用
の
火
災
保
険
で
も
地
震
保
険
を
付

帯
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
（
少
額
短
期

保
険
な
ど
地
震
保
険
を
付
帯
で
き
な
い
保
険

も
あ
り
ま
す
）、
再
調
達
に
必
要
な
金
額
を
考

慮
し
た
う
え
で
加
入
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

地
震
大
国
の
日
本
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
戸

建
て
に
関
わ
ら
ず
自
分
が
住
ん
で
い
る
地
域
の

リ
ス
ク
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
い
ざ
大
地
震
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
た

と
き
に
生
活
に
困
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
地
震

保
険
の
加
入
に
つ
い
て
も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

監修
平野雅章  （ひらの・まさあき）

相談専門のファイナンシャル・プラン
ナー。個人相談に特化したFPとして
3500件超の実績を持つ。神奈川県立
産業技術短期大学校の非常勤講師も
務める。横浜FP事務所代表。CFP®、
1級ファイナンシャル・プランニング
技能士。

【図表３】地震保険の保険料割引制度

割引率 条件

免震建築物	
割引 50% 住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確

法）に基づく免震建築物

耐震等級	
割引

耐震等級3→50%	
耐震等級2→30%	
耐震等級1→10%

品確法に基づく耐震等級（構造躯体の倒壊防
止など）を備えている

建築年	
割引 10% 1981年6月1日以降に新築された建物

耐震診断	
割引 10%

地方公共団体等の耐震診断または耐震改修
で、改正建築基準法（1981年6月1日施行）
の耐震基準を満たす

（出所）一般社団法人日本損害保険協会「備えて安心 地震保険の話」を基に作成


	そこが知りたい くらしの金融知識/14
	そこが知りたい くらしの金融知識/15
	そこが知りたい くらしの金融知識/16
	そこが知りたい くらしの金融知識/17


